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○南砺市合掌造り等活用施設条例施行規則

平成21年2月19日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条　この規則は、南砺市合掌造り等活用施設条例(平成21年南砺市条例第1号。以下「条例」とい

う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の資格)

第2条　国指定史跡越中五箇山相倉集落及び越中五箇山菅沼集落内の南砺市合掌造り等活用施設(以

下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の

いずれかに該当する者でなければならない。

(1)　市内に居住し、学術、芸術、文化等の研究に専心しようとする者

(2)　災害により住宅を滅失した者

(3)　前各号に掲げるもののほか、南砺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当である

と認める者

(利用の申請)

第3条　条例第6条第1項の規定により申請者は、合掌造り等活用施設利用許可申請書(様式第1号)を

条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に毎年提出しなければならない。

2　前項の申請書は、利用日前6月から利用日前2週間までの間に提出しなければならない。ただし、

指定管理者が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでな

い。

(利用の許可)

第4条　指定管理者は、前条の申請書を受理し、教育委員会と協議のうえ適当であると認めるとき

は、合掌造り等活用施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用期間)

第5条　条例別表に定める利用期間には、準備、片付け等利用に必要な期間を含むものとする。

(利用の変更等)

第6条　条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の変

更等をしようとするときは、合掌造り等活用施設利用変更(取消)許可申請書(様式第3号)に、第4

条に規定する利用許可書を添えて、利用日の7日前までに指定管理者に提出しなければならない。

2　指定管理者は教育委員会と協議のうえ、前項の申請を許可したときは、合掌造り等活用施設利用

変更(取消)許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第7条　条例第12条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、文書等により指定管理者

に申請しなければならない。

(利用料金の還付)

第8条　条例第13条ただし書の規定による利用料金の還付の額は、次の各号に定める額とする。

(1)　条例第13条第1号に該当するとき。　全額

(2)　条例第13条第2号に該当するとき。　次に定める額

ア　営利目的施設にあっては、利用日の2月前までに利用の取消しを申し出た場合　90パーセン

ト相当額

イ　非営利目的施設にあっては、利用日の1月前までに利用の取消しを申し出た場合　90パーセ

ント相当額

2　利用料金の還付を受けようとする者は、合掌造り等活用施設利用料金還付申請書(様式第5号)を

指定管理者に提出しなければならない。

3　指定管理者は、前項の申請を許可したときは、合掌造り等活用施設利用料金還付決定通知書(様

式第6号)を利用者に交付するものとする。

(利用者の心得)

第9条　利用者は、相倉集落及び菅沼集落が国の指定史跡であることを充分認識し、利用する施設に

対して地域住民とともに世界文化遺産の保存及び維持に努める責任を有する。

2　利用者は、地域住民との連携を保ち居住しなければならない。

(修繕費用の負担区分)

第10条　施設の修繕に要する費用のうち、構造上重要であると教育委員会が認める部分の修理につ

いては市の負担とし、それ以外の部分については利用者の負担とする。
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(利用者の費用負担義務)

第11条　次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1)　電気、ガス、水道等の光熱水費

(2)　給排水施設の維持管理費用

(3)　差し茅、棟包み、屋根雪下し等合掌造りの維持に要する費用

(4)　生活用品、備品等の一切の費用

(5)　前各号に掲げるもののほか、利用者が負担すべき費用として教育委員会が認める費用

2　利用者は、条例第9条の規定により改装する場合は、その費用を負担しなければならない。

3　条例第14条の規定により施設の利用が終わった後の原状の回復にあたり、教育委員会の承認を得

て改装した部分については、教育委員会と協議をするものとする。

(利用者の維持管理義務)

第12条　利用者は、施設の使用にあたり細心の注意をもって常に良好な状態において維持管理をし

なければならない。

(明渡しの請求)

第13条　教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者に対し、施設

の明渡しを請求することができる。

(1)　不正行為によって入居したとき。

(2)　施設を故意に損傷したとき。

(3)　前条の規定に違反したとき。

(明渡しの検査)

第14条　利用者は、施設の利用が終わり明け渡そうとするときは、明け渡しの7日前までに指定管理

者に届け出て、指定管理者及び教育委員会の指定する職員の検査を受けなければならない。

(立入検査)

第15条　教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、指定した職員に施設の検査をさ

せ、又は利用者に対して適当な指示をさせることができる。この場合において、指定した職員が

現に使用している施設内に立ち入るときは、あらかじめ利用者の承諾を得なければならない。

2　第1項の規定により職員が施設に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ関係者

の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第16条　この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別

に定める。

附　則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)
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様式第2号(第4条関係)
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様式第3号(第6条関係)
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様式第4号(第6条関係)
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様式第5号(第8条関係)
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様式第6号(第8条関係)
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